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米軍司令官に対する民事裁判権一普天間煙音訴訟の論点 (高作正博）1
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２
は
じ
め
に

本
稿
は
、
普
天
間
基
地
爆
音
訴
訟
に
お
け
る
重
要
論
点
、
即
ち
、
米
軍
基
地
司
令
官
個
人
の
民
事
責
任
を
日
本
国
裁
判
所
が
問
う
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
後
に

触
れ
る
原
判
決
は
、
被
告
に
対
す
る
日
本
国
の
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
と
判
断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
第
二

に
、
原
判
決
は
、
被
告
個
人
に
対
す
る
個
人
責
任
を
否
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
第
三
に
、
原
判
決
は
、

被
告
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
き
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
本
件
訴
訟
の
経
緯
（
一
）
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
と
米
軍
司
令
官
の
被
告
適
格
（
二
）
、
民
事
特
別
法
第
一

条
と
米
軍
司
令
官
の
賠
償
責
任
（
三
）
の
順
に
検
討
を
行
う
。

１
原
告
の
請
求

（
１
）
原
告
等
は
、
普
天
間
飛
行
場
を
使
用
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
、
「
米
軍
」
と
す
る
。
）
が
騒
音
等
を
発
生
さ
せ
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
以
下
の
主
張
を
行
っ
た
。

第
一
に
、
被
告
国
に
対
し
、
①
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
、
一
定
時
間
帯
に
お
い
て
一
切
の
航
空
機
を
離
着
陸
さ
せ
な
い
こ
と
、
ま
た
、

一
定
程
度
以
上
の
騒
音
等
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
、
②
普
天
間
飛
行
場
か
ら
発
生
す
る
騒
音
を
特
定
の
方
法
に
よ
り
測
定
・
記
録
す
る

本
件
訴
訟
の
経
緯
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２
原
判
決

原
判
決
は
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
不
法
行
為
（
民
法
第
七
○
九
条
、
第
七
一
○
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
、
以

（
１
）

下
の
理
由
に
よ
り
請
求
棄
却
と
し
た
。

（
１
）
日
本
国
内
に
駐
留
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
で
あ
る
被
告
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
日
本
国
内
で
違
法
に
他
人
に
損
害

を
加
え
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
民
事
特
別
法
第
一
条
が
、
「
安
保
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
内
に
あ
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
が
そ
の
職

（
２
）
そ
の
後
、
被
告
国
に
対
す
る
請
求
と
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
請
求
と
が
分
離
し
て
審
理
さ
れ
、
後
者
に
つ
き
後
述
す
る
よ

う
な
原
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
争
点
と
さ
れ
た
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
」
（
以
下
、
「
地
位
協
定
」
と
す
る
。
）
第
一
八
条
第
五
項
を
根
拠
と
し
て
、
被
告
ル
ー

キ
ン
グ
に
対
す
る
日
本
国
の
民
事
裁
判
権
は
及
ば
な
い
こ
と
と
な
る
の
か
。

第
二
に
、
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
民
事
特
別
法
」
（
以
下
、
「
民
事
特
別
法
」
と
す
る
。
）
第
一
条
を
根

拠
と
し
て
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
の
か
。

賠
償
の
支
払
い
を
求
め
た
。

第
二
に
、
被
告
国
、
及
び
、
米
軍
普
天
間
飛
行
場
基
地
司
令
官
で
あ
る
被
告
リ
チ
ャ
ー
ド
．
Ｗ
・
ル
ー
キ
ン
グ
（
以
下
、
「
被
告
ル
ー

キ
ン
グ
」
と
す
る
。
）
に
対
し
、
①
過
去
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
の
支
払
い
、
②
口
頭
弁
論
終
結
後
一
年
間
継
続
す
る
損
害
に
対
す
る

こ
と
を
求
め
た
。
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務
を
行
う
に
つ
い
て
日
本
国
内
で
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
日
本
国
の
公
務
員
又
は
被
用
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ

い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
例
に
よ
り
、
日
本
国
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
同
条

に
い
う
日
本
国
の
公
務
員
又
は
被
用
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
、
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
日
本
国
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ

て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
賠
償
の
賞
に
任
ず
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項

に
よ
り
、
国
が
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
と
き
は
、
公
務
員
個
人
は
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
最
高
裁
判

所
第
二
小
法
廷
昭
和
五
三
年
一
○
月
一
一
○
日
判
決
・
民
集
一
一
一
一
一
巻
七
号
一
一
一
一
六
七
頁
）
、
民
事
特
別
法
一
条
に
お
い
て
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
を
適
用
す
る
上
に
お
い
て
も
、
日
本
国
の
み
が
損
害
賠
償
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
個
人
で
あ
る
被
告
は
、

故
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
も
含
め
て
、
被
害
者
に
対
し
直
接
損
害
賠
償
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

（
２
）
「
な
お
、
被
告
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
安
保
条
約
六
条
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
は
地
位
協

定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
旨
規
定
し
、
地
位
協
定
一
八
条
五
項
本
文
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為
に
よ
っ
て
日

本
国
政
府
以
外
の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
が
次
の
規
定
（
同
項
（
ａ
）
か
ら
（
ｇ
）
ま

で
）
に
よ
っ
て
処
理
す
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
他
方
地
位
協
定
一
八
条
五
項
（
ｆ
）
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
、
そ
の
公
務
の
執
行

か
ら
生
ず
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
判
決
の
執
行
に
服
さ
な
い
旨
を
規
定
し
、
さ
ら
に

同
条
九
項
（
ａ
）
は
、
合
衆
国
は
日
本
国
の
裁
判
所
の
民
事
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
同
条
五
項
（
ｆ
）
に
定
め
る
範
囲
を
除
く
ほ
か
、
合
衆

国
軍
隊
の
構
成
員
に
対
す
る
日
本
国
の
裁
判
所
か
ら
の
裁
判
権
の
免
除
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定

か
ら
す
る
と
、
加
害
者
で
あ
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
、
執
行
か
ら
の
免
除
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
同
規
定
は
民
事
裁
判

権
に
服
さ
な
い
こ
と
ま
で
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
他
に
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
に
対
す
る
民
事
裁
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判
権
を
免
除
す
る
と
の
条
約
等
国
際
法
上
の
特
別
の
定
め
は
な
い
か
ら
、
本
件
請
求
に
関
し
、
被
告
に
対
し
て
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

３
控
訴
理
由

原
告
等
（
以
下
、
「
控
訴
人
等
」
と
す
る
。
）
は
、
原
判
決
に
不
服
あ
り
と
し
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
控
訴
し
て
い
る
。

第
一
に
、
米
軍
及
び
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
（
以
下
、
「
被
控
訴
人
」
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
）
が
違
法
に
訴
状
送
達
を
拒
否
し
、
裁
判
所

が
被
控
訴
人
の
反
論
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
控
訴
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
判
決
に
は
、
控
訴
人
等
の
裁
判
を
受

け
る
権
利
を
奪
う
違
法
が
あ
る
。

第
二
に
、
原
判
決
に
は
、
日
米
地
位
協
定
と
民
事
特
別
法
と
の
関
係
に
つ
き
正
確
な
理
解
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
問
題
、
米
軍
構
成

員
と
日
本
国
の
公
務
員
と
の
本
質
的
な
差
異
に
つ
い
て
の
洞
察
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
問
題
、
国
家
賠
償
法
の
解
釈
と
し
て
公
務
員
の

個
人
責
任
の
免
除
を
無
限
定
に
認
め
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
第
二
の
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
か
つ
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
の
解
釈
、
及
び
、
民
事
特
別
法
第
一
条
の
解
釈
に

つ
い
て
整
理
し
た
い
。
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’
一
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
と
米
軍
司
令
官
の
被
告
適
格

第
一
一
一
に
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
九
項
（
ａ
）
は
、
「
合
衆
国
は
日
本
国
の
裁
判
所
の
民
事
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
五
（
ｆ
）
に
定
め
る
範

囲
を
除
く
ほ
か
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
に
対
す
る
日
本
国
の
裁
判
所
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
加
害
行
為
が
公
務
執
行
中
の
も
の
で
あ
る
か
公
務
外
の
も
の
で
あ
る
か
の
別
、
ま
た
、
加
害
行
為
が
軍
隊
と

い
う
国
家
機
関
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
構
成
員
個
人
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
の
別
を
前
提
と
し
て
、
公
務
執
行
中
の
も
の
で
あ
っ

１
肯
定
説

原
判
決
は
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
と
判
断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

第
一
に
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
本
文
は
、
「
公
務
執
行
中
の
合
衆
国
軍
隊
の
櫛
成
員
若
し
く
は
被
用
者
の
作
為
若
し
く
は
不

作
為
又
は
合
衆
国
軍
隊
が
法
律
上
責
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
作
為
、
不
作
為
若
し
く
は
事
故
で
日
本
国
に
お
い
て
日
本
国
政
府
以
外

の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
・
：
・
は
、
日
本
国
が
次
の
規
定
に
従
っ
て
処
理
す
る
」
と
規
定
し
、
同
項
（
ａ
）

は
「
請
求
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
の
行
動
か
ら
生
ず
る
請
求
権
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
、
提
起
し
、
審
査
し
、
か
つ
、

解
決
し
、
又
は
裁
判
す
る
」
と
規
定
す
る
。
公
務
執
行
中
の
米
軍
構
成
員
の
加
害
行
為
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
裁
判

所
が
裁
判
を
通
じ
て
解
決
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
（
ｆ
）
は
、
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
：
：
は
、
そ
の
公
務
の
執
行
か
ら
生
ず
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
判
決
の
執
行
手
続
に
服
さ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
合

衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
、
判
決
の
執
行
か
ら
免
除
さ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
加
え
て
民
事
裁
判
権
の
免
除
ま
で
も
含
む
趣
旨

（
Ｚ
）

で
は
な
い
。

第
三
に
、
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２
他
の
判
決

同
旨
の
判
断
は
、
他
の
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
も
為
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
判
決
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
に
よ
り
被
害
を
被
っ
た
原
告
等
が
、
同
機
を
操
縦
し
て
い
た
被

告
等
を
相
手
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
で
あ
る
。
横
浜
地
方
裁
判
所
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
被
告
等
に
対
し
、
損
害
賠
償
請

（
Ｊ
》

求
訴
訟
で
の
被
告
適
格
を
認
め
た
。

①
「
日
本
国
の
司
法
権
は
国
際
法
上
、
治
外
法
権
を
有
す
る
外
国
の
元
首
、
使
節
な
ど
及
び
条
約
に
よ
り
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
原
則
的
に
は
日
本
国
内
の
外
国
人
に
も
及
ぶ
」
。

②
「
と
こ
ろ
で
安
保
条
約
第
六
条
は
、
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
は
地
位
協
定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
、

地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
本
文
は
、
本
件
事
故
の
よ
う
な
公
務
執
行
中
の
合
衆
国
軍
隊
の
樹
成
員
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為
で
日
本

国
政
府
以
外
の
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
日
本
国
が
次
の
規
定
（
（
ａ
）
か
ら
（
ｇ
）
ま
で
）
に
従

っ
て
処
理
す
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
同
項
（
ｆ
）
は
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
そ
の
公
務
の
執
行
か
ら
生
ず
る
事
項
に
つ
い
て
は
日
本
国

に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
判
決
の
執
行
に
服
さ
な
い
旨
を
規
定
し
、
同
条
第
九
項
（
ａ
）
は
合
衆
国
は
日
本
国
の
裁
判
所

の
民
事
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
第
五
項
下
）
に
定
め
る
範
囲
を
除
く
ほ
か
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
に
対
す
る
日
本
国
の
裁
判
所
の
裁

判
権
か
ら
の
免
除
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
規
定
す
る
か
ら
、
右
地
位
協
定
は
本
件
事
故
の
よ
う
な
場
合
に
つ
き
、
加
害
者
た
る

て
も
構
成
員
個
人
に
よ
る
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
権
免
除
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
加
害
者
で
あ
る
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
は
、
判
決
の
執
行
か
ら
の
免
除
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
越
え
て
裁
判
権
免

除
ま
で
を
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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合
衆
国
軍
人
の
日
本
国
民
事
司
法
権
か
ら
の
完
全
免
除
ま
で
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
単
に
執
行
か
ら
の
免
除
を
規
定
し
て
い
る
に
止
ま

る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
他
に
右
被
告
ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
条
約
な
ど
の
国
際
法
規
は
存
し
な
ど
。

（
２
）
軍
雇
用
労
働
者
解
雇
事
件
判
決
在
日
米
軍
基
地
で
従
業
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
原
告
は
、
米
軍
軍
属
で
あ
る
被
告
等
に

よ
る
私
的
制
裁
と
し
て
、
低
い
等
級
へ
の
変
更
処
分
及
び
解
雇
処
分
を
受
け
た
。
原
告
は
、
被
告
等
に
対
し
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

（
４
）

賠
償
請
求
を
行
っ
た
。
東
京
地
裁
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
被
告
等
に
対
し
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
の
被
告
適
格
を
認
め
た
。

①
「
日
本
国
の
民
事
裁
判
権
は
、
原
則
と
し
て
日
本
国
に
在
住
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
も
及
ぶ
が
、
外
国
の
元
首
、
外
交
使
節
、

そ
の
随
員
等
国
際
法
上
治
外
法
権
を
有
す
る
者
に
は
及
ば
な
い
。
ま
た
、
軍
隊
は
、
他
国
の
領
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
、
関
係
国
間
の

協
定
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
、
所
在
国
の
裁
判
権
に
服
さ
ず
、
本
国
の
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
が
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
国
に
駐
留
す
る
米
軍
構
成
員
等
の
行
為
に
関
す
る
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
日
米
両
国
間
に
お

い
て
地
位
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
位
協
定
の
定
め
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
。

②
地
位
協
定
一
八
条
五
項
（
ｆ
）
、
同
条
九
項
（
ａ
）
か
ら
す
る
と
、
「
米
軍
構
成
員
ま
た
は
被
用
者
の
公
務
執
行
か
ら
生
ず
る
事
項
に

つ
い
て
は
全
面
的
に
日
本
国
の
民
事
裁
判
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
判
決
の
執
行
手
続
に
服
さ
な
い
限
度
に
お
い
て
の
み

民
事
裁
判
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
「
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
民
事
裁
判
権
に
服
し
な
い
と

の
被
告
ら
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。
」

③
「
本
件
の
訴
訟
物
は
、
被
告
ら
の
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
原
告
の
被
告
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
り
、
原
告
は
、

被
告
ら
が
右
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
給
付
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
か
ら
給
付
義
務
を
有
し
て
い

る
と
主
張
さ
れ
る
者
に
被
告
と
し
て
の
当
事
者
適
格
が
あ
る
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
か
ら
損
害
賠
償
義
務
を
有
す
る
者
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
被
告
ら
に
は
当
事
者
適
格
を
肯
定
で
き
る
。
被
告
ら
は
、
本
件
の
場
合
、
民
特
法
に
よ
り
日
本
国
が
損
害
賠
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償
義
務
を
負
う
こ
と
に
よ
り
、
被
告
ら
に
対
す
る
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
｝
」
と
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
に
は
当
事
者
適
格
が
な
い
と

主
張
す
る
が
、
当
事
者
適
格
の
存
否
は
請
求
が
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
請
求
の
当
否
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
被
告
ら
は

右
主
張
は
失
当
で
あ
る
」
。

１
否
定
説

（
１
）
原
判
決
は
、
①
民
事
特
別
法
第
一
条
で
は
、
米
軍
の
構
成
員
が
日
本
国
内
で
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
日
本
国

の
公
務
員
又
は
被
用
者
の
例
に
よ
り
、
日
本
国
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
に
よ

り
国
が
損
害
賠
償
の
賞
に
任
ず
る
と
き
は
、
公
務
員
個
人
は
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
被
告
ル
ー

キ
ン
グ
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。

（
２
）
ま
た
、
別
の
事
件
で
も
、
加
害
者
た
る
米
軍
の
構
成
員
の
個
人
的
な
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
判
決
が
み
ら
れ
る
。

（
ｉ
）
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
判
決
前
記
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
訴
訟
横
浜
地
裁
判
決
で
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。

「
民
事
特
別
法
第
一
条
は
、
被
告
ミ
ラ
ー
、
同
ダ
ー
ビ
ン
の
よ
う
な
安
保
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
内
に
あ
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員

が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
日
本
国
内
で
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
国
の
公
務
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
違

法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
例
に
よ
り
、
国
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
質
に
任
ず
る
旨
を
規
定
し
、
国
の
公
務
員
が
そ
の
職
務

を
行
う
に
つ
い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
つ
い
て
は
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
が
規
定
す
る
」
。
「
と
こ
ろ
で
国
が
同

三
民
事
特
別
法
第
一
条
と
米
軍
司
令
官
の
賠
償
責
任
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法
に
よ
り
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
と
き
は
、
損
害
賠
償
法
は
損
害
の
完
全
な
填
補
賠
償
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
賠
償
能

力
は
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
加
害
公
務
員
個
人
は
故
意
、
重
過
失
あ
る
場
合
で
も
被
害
者
に
対
し
賠
償
責
任
を
負
う
も

の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
同
旨
・
最
高
裁
判
所
第
一
一
小
法
廷
昭
和
五
一
一
一
年
一
○
月
一
一
○
日
判
決
・
民
集
三
一
一
巻
七
号
一

一
一
一
六
七
頁
）
、
国
の
公
務
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
例
に
よ
り
、
と
さ
れ
る
民
事
特
別

法
第
一
条
の
適
用
上
も
、
被
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
は
日
本
国
だ
け
で
あ
っ
て
、
加
害
合
衆
国
軍
人
個
人
は
被
害
者

に
対
し
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

（
Ⅱ
）
軍
雇
用
労
働
者
解
雇
事
件
判
決
前
記
軍
雇
用
労
働
者
解
雇
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
同
様
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

①
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害

を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
公
務
員
個
人
は
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
○
年
四
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
九
巻
五
号
五
一
一
一
四
頁
、
最
高
裁
判
所
昭
和

五
一
一
一
年
一
○
月
一
一
○
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
三
二
巻
七
号
一
一
一
一
六
七
頁
参
照
）
、
国
の
公
務
員
又
は
被
用
者
が
そ
の
職
務
を
行
う

に
つ
い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
例
に
よ
り
国
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
資
に
任
ず
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
民
特
法
一

条
の
場
合
も
同
様
に
日
本
国
が
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
米
軍
構
成
員
又
は
被
用
者
個
人
は
そ
の
責

を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

②
「
原
告
の
本
件
請
求
は
、
民
特
法
一
条
に
規
定
す
る
米
軍
被
用
者
の
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
日
本
国
内
に
お
い
て
違
法
に

他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
に
当
た
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
被
告
ら
の
行
為
が
違
法

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
が
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
日
本
国
で
あ
り
、
米
軍
被
用
者
で
あ

る
被
告
ら
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
理
由
が
な
い
」
。
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２
国
家
賠
償
法
の
解
釈

原
判
決
及
び
前
記
他
の
判
決
に
お
い
て
、
米
軍
の
構
成
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
日
本
国
の
公
務
員
に
関
す
る
最

（
５
）

高
裁
判
所
の
判
決
が
先
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
判
決
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
決
を
公
務
員
個
人
の
責
任
の
否
定

に
例
外
の
余
地
を
認
め
な
い
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
こ
で
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例

外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
、
ま
た
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
立
場
に
は
問
題
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
検
討

（
１
）
判
例
の
趣
旨
ま
ず
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
は
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
が
、
公
権
力
を
行
使
す
る
公
務
員
の
職
務
に
関
す
る
損
害
に
つ
い
て
「
国
又
は
公
共
団
体
」
が

賠
償
責
任
を
負
い
、
同
条
第
一
一
項
が
故
意
・
重
過
失
の
公
務
員
に
対
し
て
は
組
織
内
部
で
の
「
求
償
」
が
あ
り
得
る
と
規
定
す
る
と
こ

ろ
、
公
務
員
個
人
が
民
法
第
七
○
九
条
に
基
づ
き
賠
償
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
は
文
理
上
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
解
釈
上
の
争
点
と
さ

す
る
こ
と
と
す
る
。

（
ｉ
）
賠
償
責
任
の
本
質
論
と
の
関
連
公
務
員
個
人
の
責
任
の
理
論
的
前
提
と
し
て
、
国
家
賠
償
責
任
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
①
違
法
行
為
の
責
任
は
本
来
的
に
は
加
害
公
務
員
個
人
が
負
う
べ
き
で
は

（
６
）

あ
る
が
、
被
害
者
救
済
の
実
を
図
る
た
め
に
国
が
公
務
員
に
代
位
し
て
負
う
と
解
す
る
立
場
（
代
位
責
任
説
）
、
②
国
家
活
動
に
は
違

法
な
加
害
行
為
を
伴
う
危
険
が
内
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
危
険
か
ら
発
生
す
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
国
は
自
ら
責
任
を
負
う
と
解
す

（
７
）

る
立
場
（
自
己
責
任
説
）
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。

（
８
）

一
般
に
、
代
位
責
任
説
を
採
る
論
者
は
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
傾
向
が
あ
り
、
他
方
、
自
己
責
任
説
を
採
る
論
者
は
そ
れ

（
９
）

を
肯
定
す
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
代
位
責
任
説
を
前
提
と
し
て
も
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
ひ
い
て
は
窓

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
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法
第
一
七
条
は
、
明
治
憲
法
下
の
国
家
無
答
資
の
原
則
を
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
公
務
員
個
人
の
責
任
ま
で
否
定
し
た
も
の
で
は

（
Ⅲ
）

な
い
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
自
己
責
任
説
を
前
提
と
し
つ
つ
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
立
場
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

結
局
、
公
務
員
個
人
の
責
任
の
問
題
は
、
そ
れ
を
認
め
る
実
質
的
理
由
が
存
す
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
「
賠
償
責

（
皿
）

任
の
本
質
論
と
公
務
員
の
か
か
る
責
任
の
認
否
に
は
理
論
的
に
は
直
接
的
関
連
性
は
な
い
と
一
一
口
え
る
」
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅱ
）
判
例
の
立
場
判
例
の
立
場
は
、
一
般
に
「
代
位
責
任
説
の
立
場
か
ら
、
個
々
の
公
務
員
は
、
直
接
被
害
者
に
対
し
て
責

（
吃
）

任
を
負
う
｝
」
と
は
な
い
」
と
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
植
村
栄
治
教
授
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
た
最

高
裁
判
所
の
判
決
（
①
最
高
裁
昭
和
三
○
年
四
月
一
九
日
判
決
、
②
最
高
裁
昭
和
四
○
年
三
月
五
日
判
決
、
③
最
高
裁
昭
和
四
○
年
九

月
二
八
日
判
決
、
④
最
高
裁
昭
和
四
六
年
九
月
三
日
判
決
、
⑤
最
高
裁
昭
和
四
七
年
三
月
一
一
一
日
判
決
、
⑥
昭
和
五
二
年
一
○
月
一
一
五

（
、
）

日
判
決
、
⑦
昭
和
五
一
一
一
年
一
○
月
一
一
○
日
判
決
）
の
分
析
を
行
い
、
第
一
に
、
「
⑤
の
判
決
が
あ
え
て
公
務
員
個
人
の
責
任
の
否
定
に

例
外
を
認
め
る
余
地
を
示
さ
な
か
っ
た
》
」
と
に
は
重
大
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
即
ち
、
例
外
の

余
地
を
示
唆
し
た
「
④
の
判
決
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
位
圃
づ
け
る
の
が
適
当
」
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
⑥
判
決

も
⑦
判
決
も
、
「
い
ず
れ
も
何
ら
限
定
を
付
す
る
こ
と
な
く
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
、
⑤
の
判
決
を
支
持
し
た
」
こ
と
、
第
三

に
、
⑦
判
決
が
「
①
の
ほ
か
に
⑤
を
初
め
て
前
例
と
し
て
引
用
し
た
こ
と
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
の
否
定
に
例
外
を
認
め
ま
い
と
す

（
Ⅵ
》

る
最
高
裁
判
所
の
固
い
意
思
の
現
れ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
妥
当
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
決
に
よ
る
先
例
の
引
用
の
仕
方

に
特
別
な
意
味
を
認
め
が
た
い
と
す
る
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
公
務
員
個
人
の
責
任
の
否
定
に
例
外
を
認
め
る
余
地
を
示

さ
な
か
っ
た
」
と
し
て
そ
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
⑤
判
決
で
は
、
①
判
決
含
め
て
一
切
先
例
が
引
用
さ
れ
て
な
い
。
ま
た
、
⑦
判

決
と
と
も
に
、
「
何
ら
限
定
を
付
す
る
こ
と
な
く
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
、
⑤
の
判
決
を
支
持
し
た
」
と
さ
れ
る
⑥
判
決
は
、



米軍司令官に対する民事裁判権一瞥天間爆音訴舩の論点一（高作正博）1３

実
際
に
は
①
判
決
を
引
用
す
る
の
み
で
、
⑤
判
決
を
引
用
し
て
は
い
な
い
。
引
用
判
決
か
ら
し
て
、
⑥
判
決
と
⑦
判
決
か
ら
裁
判
所
の

一
貫
し
た
態
度
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
⑤
⑥
⑦
判
決
が
そ
れ
ぞ
れ
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
た
理
由
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

第
一
一
一
の
点
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
①
判
決
の
趣
旨
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
①
、
⑤
、
⑥
、
⑦

判
決
が
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
た
の
か
、
そ
こ
に
例
外
と
し
て
公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
余
地
が

（
胆
》

全
く
存
し
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
画
）
判
例
の
理
解
ま
ず
、
①
判
決
は
、
被
告
知
事
が
町
農
地
委
員
会
に
対
す
る
解
散
命
令
を
発
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
不
服

と
す
る
同
委
員
会
委
員
長
等
が
、
被
告
知
事
等
に
対
し
、
解
散
命
令
の
無
効
確
認
と
慰
謝
料
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
「
上
告
人
等
の
損
害
賠
償
等
を
請
求
す
る
訴
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
右
請
求
は
、
被
上
告
人
等
の
職
務
行
為
を

理
由
と
す
る
国
家
賠
償
の
請
求
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
が
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
が
行

政
機
関
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
賠
償
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
公
務
員
個
人
も
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
県
知
事
を
相
手
方
と
す
る
訴
は
不
適
法
で
あ
り
、
ま
た
県
知
事
個
人
、
農
地
部
長
個
人
を
相
手
方
と
す
る
請
求
は
理
由
が
な
い
こ

と
に
帰
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
原
審
の
認
定
す
る
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い
て
と
っ
た
被
上
告
人
等
の
行
為
が
、
上
告
人
等
の
名
誉
を

穀
損
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
結
局
原
判
決
は
正
当
で
あ
っ
て
、
所
論
は
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
断
し
た
。

公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
た
判
決
の
中
で
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
件
は
、
農
地

委
員
会
の
解
散
処
分
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
、
熊
本
県
に
対
し
て
請
求
を
す
る
こ
と
な
く
被
告
個
人
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

判
決
は
、
ま
ず
は
公
共
団
体
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
旨
を
述
べ
た
趣
旨
と
も
解
さ
れ
、
公
務
員
個
人
の
責
任
に
つ
い
て
判

断
を
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
に
よ
る
右
処
分
に
は
違
法
性
も
な
か
っ
た
と
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表
面
上
は
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
④
判
決
と
同
一
事
案
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
本
件
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
公
務
員
個
人
は
被
害
者
に
対
し
て
直
接
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
、
例
外
を
認
め
る
余
地
を
残
し
た
④
判
決
を
確
認
す
る
趣
旨
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
⑤
判
決
は
、
④
判
決
の
趣
旨
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
を

越
え
て
一
般
的
に
例
外
の
余
地
を
一
切
否
定
し
た
判
決
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

続
い
て
、
⑥
判
決
は
、
担
任
教
師
か
ら
体
罰
を
受
け
た
こ
と
を
恨
み
に
思
っ
て
自
殺
し
た
学
生
の
両
親
が
県
の
ほ
か
校
長
と
担
任
教

述
べ
た
。

判
断
さ
れ
て
お
り
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
余
地
が
存
し
な
か
っ
た
こ
と
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で

本
判
決
が
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
な
く
否
定
し
た
趣
旨
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

次
に
、
⑤
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
案
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
但
し
、
原
告
が
④
判
決
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
ま
た
、
第
一
審
判

決
・
第
一
一
審
判
決
の
時
期
や
場
所
が
④
判
決
と
近
接
し
て
い
る
｝
」
と
等
か
ら
、
④
判
決
の
事
件
と
同
一
の
事
案
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

（
肺
）

い
か
と
い
え
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
に
つ
い
て
、
故
意
ま
た
は
過

失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
公
務
員
個

人
は
そ
の
資
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
と
同
旨
の
見
解
に
立
っ
て
上
告
人
の
本
訴
請
求
を
排
斥

し
た
原
審
の
判
断
は
相
当
で
あ
っ
て
、
原
判
決
に
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
所
論
の
違
法
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま

た
、
上
告
人
は
、
も
し
そ
の
主
張
事
実
が
真
実
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
前
記
の
よ
う
に
国
に
対
し
て
損
害
を
求
め
う
る
の
で
あ
る
か

ら
、
同
法
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
な
ん
ら
の
不
利
益
を
被
る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
告
人
は
、
同
条
の
違
憲
を
主
張
す
る

利
益
を
有
し
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
と
す
る
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
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師
を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
又
は
公
共
団
体
の
公
務
員

が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
そ
の

被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
個
人
は
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
（
最
高

裁
昭
和
二
八
年
（
オ
）
第
六
二
五
号
同
三
○
年
四
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
九
巻
五
号
五
三
四
頁
）
」
と
判
断
し
た
。

詳
細
な
事
案
や
原
判
決
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
⑥
判
決
か
ら
は
、
学
生
の
自
殺
に
つ
い
て
の
責
任
を
公
務
員
個
人
に
対
し
て
追
及

し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
と
す
れ
ば
、
担
任
教
師
の
懲
戒
行
為
の
違
法
性
を
認
め
つ
つ
、
学
生
の
自
殺
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関

係
が
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
で
、
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
本
件
の
場
合
に
は
で
き
な
い
と
の
趣
旨
の
判
決

と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
⑦
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
無
罪
判
決
を
受
け
た
原
告
等
が
、
国
及
び
当
時
の
検
察
官
、
警
察
官
に

対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ

い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
が
そ
の
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
責
に
任
ず
る
の
で

あ
っ
て
、
公
務
員
個
人
は
そ
の
資
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
最
高
裁
判
所

昭
和
二
八
年
（
オ
）
第
六
一
一
五
号
同
三
○
年
四
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
九
巻
五
号
五
三
四
頁
、
最
高
裁
判
所
昭
和
四
六
年

（
オ
）
第
六
六
五
号
同
四
七
年
三
月
二
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
一
○
五
号
一
一
一
○
九
頁
等
）
。
し
た
が
っ
て
、
右
と
同
旨
の

見
解
に
立
っ
て
上
告
人
ら
の
被
上
告
人
．
…
に
対
す
る
本
訴
請
求
を
排
斥
し
た
原
審
の
判
断
は
相
当
で
あ
っ
て
、
原
判
決
に
は
、
国
家

賠
償
法
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
所
論
の
違
法
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

本
判
決
も
、
表
面
上
は
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
と
も
読
め
る
。
し
か
し
、
公
訴
を
提
起
・
追
行
し

た
検
察
官
の
判
断
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
た
原
審
の
判
断
、
検
察
官
が
本
件
発
破
器
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
隠
匿
行
為
と
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ま
ず
、
警
察
官
偽
証
工
作
損
害
賠
償
請
求
事
件
を
取
り
上
げ
る
。
事
案
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
等
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
捜
査
官

に
よ
る
目
撃
証
人
ね
つ
造
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
無
罪
と
な
っ
た
本
件
原
告
が
、
東
京
都
と
警
察
官
個
人
等
を
被
告
と
し
て
提
訴
し
た

も
の
で
あ
る
。
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
肯
定
し
た
。
第
一
に
、
被
告
警
察
官
が
「
捜
査

機
関
の
取
調
べ
に
対
し
虚
偽
の
供
述
を
し
、
か
つ
刑
事
裁
判
に
お
い
て
偽
証
し
た
こ
と
は
、
同
人
の
警
察
官
と
し
て
の
職
務
を
行
う
に

つ
い
て
し
た
行
為
に
該
当
し
な
い
の
で
、
右
所
為
に
つ
い
て
は
第
一
審
被
告
東
京
都
に
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
責
任
は
な
い
も
の
と

検
討
し
た
い
。

は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
、
検
察
官
が
故
意
に
虚
偽
の
論
告
を
な
し
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
な

ど
を
正
当
と
し
て
是
認
で
き
る
と
述
べ
検
察
官
な
い
し
警
察
官
の
行
為
や
判
断
の
違
法
性
等
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で

公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
と
い
う
趣
旨
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
⑦
判
決
は
、
加
害
公
務
員
の
行
為
に
つ
き
不
法
行
為
が
成
立

す
る
余
地
が
な
か
っ
た
た
め
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
余
地
が
存
し
な
か
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
判
例
が
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
て
き
た
の
は
、
①
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
必
要
性
な
ど
の

合
理
的
理
由
が
存
し
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
②
加
害
公
務
員
に
つ
き
故
意
・
過
失
や
違
法
性
、
加
害
行
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果

関
係
な
ど
が
存
し
な
い
な
ど
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
余
地
が
存
し
な
か
っ
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
を
越
え
て
、
公
務
員
個
人

の
責
任
を
認
め
う
る
場
合
を
一
般
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
事
件
の
解
決
を
任
務
と
す
る
裁
判
所
の
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
判
例
の
意
図
は
、
一
般
的
な
受
け
止
め
方
と
は
異
な
り
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解

（
〃
》

す
べ
き
で
あ
る
。

（
ｗ
）
下
級
裁
判
所
に
よ
る
判
例
の
理
解
そ
う
し
た
理
解
は
、
下
級
審
判
決
に
も
現
れ
て
い
る
。
⑦
判
決
以
後
も
公
務
員
個
人

の
責
任
を
認
め
る
判
決
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
下
級
審
裁
判
所
の
捉
え
方
も
同
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
以
下
、
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い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
第
二
に
、
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
又
は
公
共
団
体
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又

は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
当
該
公
務
員
の
所
属
す
る
国
又
は
公
共
団
体
が
そ
の
被
害
者
に
対
し
て

賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
個
人
は
民
法
七
○
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
…
・
警
察
官

と
し
て
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
さ
れ
た
…
・
右
行
為
に
つ
い
て
は
同
第
一
審
被
告
に
民
法
七
○
九
条
の
責
任
は
な
い
」
。
「
し
か
し
、

第
一
審
被
告
東
京
都
に
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
責
任
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
」
被
告
警
察
官
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
同
第
一
審
被

（
鵬
）

上
Ｐ
に
民
法
七
○
九
条
の
損
害
賠
償
責
任
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
。

次
に
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
を
取
り
上
げ
る
。
事
案
は
、
原
告
で
あ
る
日
本
共
産
党
幹
部
の
自
宅
に
お
い
て
、
神
奈
川
県
警
所

属
の
警
察
官
等
が
組
織
的
に
盗
聴
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
神
奈
川
県
及
び
警
察
官
個
人
等
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
を
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
被
告
警
察
官
個
人
の
責
任
を
認
め
た
。
第
一
に
、
「
本
件
盗
聴

行
為
は
、
電
気
通
信
事
業
法
一
○
四
条
所
定
の
通
信
の
秘
密
を
侵
す
違
法
な
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
法

を
遵
守
す
べ
き
立
場
に
あ
る
現
職
の
警
察
官
が
犯
罪
に
も
該
当
す
べ
き
違
法
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
点
だ
け
を
見
て
も
、
本
件
盗
聴
行

為
の
違
法
性
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
」
。
「
更
に
、
本
件
は
、
行
為
者
で
あ
る
被
告
甲
野
ら
に
お
い
て
、
自
ら
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ

と
を
当
初
よ
り
十
分
認
識
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
、
敢
え
て
公
務
と
し
て
盗
聴
行
為
に
及
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
事
案
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
、
職
務
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
違
法
な
職
務
行
為
を
適
法
と
誤
信
し
て
、
結
果
と
し
て
違
法
な
職
務
執
行
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
場
合
と
の
比
較
に
お
い
て
、
際
立
っ
た
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
第
二
に
、
「
思
う
に
、
公
務
は
、
私
的
業
務
と
は
際

立
っ
た
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
性
ゆ
え
に
、
民
事
不
法
行
為
法
の
適
用
が
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
右
の
理
は
、
本
件
の
ご
と
く
、
公
務
と
し
て
の
特
段
の
保
護
を
何
ら
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
明
白
に
違
法
な
公
務

で
、
か
つ
、
行
為
時
に
行
為
者
自
身
が
そ
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
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以
上
の
諸
判
決
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
警
察
官
偽
証
工
作
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
は
、
東
京
高
等

裁
判
所
の
判
決
が
、
「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
し
た
行
為
と
個
人
的
行
為
と
を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し

た
。
こ
れ
は
、
同
裁
判
所
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
と
受
け
止
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
一
連
の
公
務
員
の
行
為
を
「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
し
た
行
為
と
個
人

的
行
為
と
に
区
別
し
て
個
人
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
極
め
て
技
巧
的
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
行
為
の
客
観
的
・
外

（
即
）

形
的
側
面
に
よ
っ
て
職
務
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
先
例
と
は
相
容
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
直
裁
に
、
例
外
と

し
て
公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
判
断
が
適
切
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
前
記
の
ご
と
き
判
断
を
行
っ
た

の
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
肯
定
す
る
必
要
性
を
認
め
た
趣
旨
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
論
理
的
操
作
が
、
「
職
務

（
Ⅲ
）

を
行
う
に
つ
い
て
」
し
た
行
為
と
個
人
的
行
為
と
の
区
別
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
点
、
明
確
に
公
務
員
個
人
の
責
任
を
肯
定
し
た
の
が
、
共
産
党
幹
部
宅
盗
聴
事
件
で
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
下
級
審
判
決
に
お
い
て
も
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
余
地
を
残
す
判
断
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
判
決
は
、

公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
必
要
性
を
肯
定
し
た
も
の
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
否
定
説
の
妥
当
性
仮
に
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
自
体
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
即
ち
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
実
質
的
理
由
の
存
否
で
あ
る
。

（
ｉ
）
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
理
由
否
定
説
が
あ
げ
る
根
拠
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
国
家
賠
償
法
は
、
国
が
賠
償

責
任
を
負
う
こ
と
で
被
害
者
の
救
済
を
図
り
、
さ
ら
に
公
務
員
個
人
の
直
接
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
復
讐
心
を
満

足
さ
せ
る
以
外
に
実
益
の
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
記
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
訴
訟
横
浜
地
裁
判
決
も
、
「
国
の
賠
償
能
力
は
十

（
脚
）

山
『
で
あ
る
」
。
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分
で
あ
る
こ
と
な
ど
」
を
指
摘
し
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
「
国
に
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
被
害

（
麺
）

者
の
救
済
を
図
る
う
え
か
ら
い
っ
て
遙
か
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
政
策
的
理
由
」
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
第
一
一
に
、
公
務
員
の
直

接
責
任
を
認
め
る
と
、
公
務
員
の
職
務
執
行
を
萎
縮
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
が

「
国
又
は
公
共
団
体
が
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
」
と
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
四
に
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
二
項
の

求
償
権
に
関
す
る
規
定
が
存
す
る
こ
と
、
し
か
も
、
公
務
員
が
賠
償
の
責
に
任
じ
な
か
っ
た
場
合
や
国
が
賠
償
の
責
に
任
じ
た
場
合
な

ど
の
条
件
を
つ
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
五
に
、
国
家
賠
償
法
の
附
則
に
お
い
て
、
従
来
個
人
資
任
を
規
定
し
て
い
た
公
証
人
法

第
六
条
、
旧
戸
籍
法
第
四
条
等
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
否
定
説
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
批
判
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な

ら
ば
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
「
実
益
」
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
例
外
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
務
執
行
を
多
少
な
り
と
も
萎
縮
さ
せ
て
も
な
お
考
慮
す
べ
き
「
価
値
」
が
存
す
る
場
合
に

は
、
国
家
賠
償
法
の
解
釈
が
変
わ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
第
一

条
が
従
来
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
国
の
責
任
を
新
し
く
規
定
し
た
に
と
ど
ま
り
、
必
ず
し
も
公
務
員
個
人
の
直
接
責
任
を
否
定
し
た

も
の
と
断
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
す
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
の
点
に
つ
い
て
は
、
求
償
権
は
、
そ
も
そ
も
国
と

公
務
員
と
の
内
部
関
係
の
問
題
で
あ
っ
て
、
被
害
者
と
の
対
外
関
係
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
第
五

の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、
一
律
に
民
法
第
七
○
九
条
に
よ
っ
て
処
理
を
す
る
趣
旨
と
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
否
定

説
を
再
検
討
す
る
場
合
に
重
要
な
の
は
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
「
実
益
」
と
第
二
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
「
価
値
」
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
問
う
の
が
国
家
賠
償
法
の
機
能
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
判
例
・
否
定
説
の
再
検
討
国
家
賠
償
法
の
機
能
に
は
、
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
。
宇
賀
克
也
教
授
は
、
国
家
責
任
の
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機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
理
由
の
一
つ
に
「
解
釈
上
の
理
由
」
が
存
す
る
と
し
、
「
国
家
責
任
制
度
に
は
複
数
の
機
能
が
考
え
ら
れ
る

（
麺
）

が
、
そ
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
解
釈
が
成
立
し
う
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
国
家
責
任
の
機
能
に
は
、

「
被
害
者
救
済
機
能
」
だ
け
で
な
く
「
制
裁
機
能
」
や
「
違
法
行
為
抑
止
機
能
」
な
ど
が
あ
る
と
す
る
。
即
ち
、
国
家
責
任
制
度
の
機

能
を
被
害
者
救
済
に
純
化
し
、
制
裁
機
能
・
違
法
行
為
抑
止
機
能
を
行
政
争
訟
制
度
、
刑
事
罰
、
懲
戒
処
分
等
の
他
の
制
度
に
担
わ
せ

《
狐
）

よ
う
と
す
る
主
張
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
も
限
界
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
国
家
責
任
制
度
の
制
裁
機
能
、
違
法
行
為
抑
止
機

能
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い
局
面
が
生
じ
る
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
家
責
任
の
制
裁
機
能
や
違
法
行
為
抑
止
機
能
こ
そ
が
、
「
法

律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の
担
保
に
資
す
る
積
極
的
側
面
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
も
公
務
員
責
任
を
残
そ
う

（
路
）

と
す
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
し
う
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
真
柄
久
雄
教
授
も
同
様
に
、
「
国
家
賠
償
制
度
を
単
な
る
経
済
的
救
済
と
い
う
趣
旨
の
み
に
限
定
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な

く
、
公
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
と
い
う
機
能
（
行
政
に
対
す
る
統
制
機
能
）
に
お
い
て
も
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
故
意
・
重
過
失

の
場
合
に
も
個
人
責
任
を
認
め
な
い
の
は
必
要
以
上
に
公
務
員
を
保
護
し
、
か
え
っ
て
公
務
員
の
責
任
意
識
を
薄
弱
に
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
と
く
に
公
務
員
の
職
権
濫
用
に
対
し
て
は
、
被
害
者
か
ら
の
公
務
員
個
人
に
対
す
る
直
接
の
賠
償
請
求
は
、
そ
の
具
体
的
な
現

《
犯
）

れ
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
家
責
任
・
国
家
賠
償
制
度
の
理
解
に
つ
い
て
、
「
被
害
者
救
済
機
能
」
の
側
面
だ
け
で
な
く
「
制
裁
機
能
」
・

「
違
法
行
為
抑
止
機
能
」
な
い
し
「
行
政
統
制
機
能
」
の
側
面
を
も
重
要
な
要
素
と
し
て
考
慮
す
べ
き
と
す
る
立
場
に
立
つ
場
合
に
は
、

公
務
員
の
個
人
責
任
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
否
定
説
と
は
異
な
る
結
論
が
妥
当
と
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら

の
機
能
、
総
じ
て
法
治
主
義
の
担
保
と
い
う
視
点
こ
そ
が
、
既
に
述
べ
た
公
務
員
個
人
の
責
任
を
問
う
「
実
益
」
で
あ
り
、
か
つ
、
公

務
員
の
職
務
執
行
を
萎
縮
さ
せ
て
も
考
慮
す
べ
き
「
価
値
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
否
定
説
を
批
判
す
る
立
場
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
①
「
公
務
員
の
行
為
が
保
護
に
値
し
な

（
”
）

い
場
今
ロ
に
は
公
務
員
個
人
の
責
任
を
肯
定
す
る
の
が
当
然
の
帰
結
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
、
②
「
少
な
く
と
も
『
故
意
の
職
権
濫
用
』

の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
『
職
務
外
』
の
行
為
と
し
て
公
務
員
自
身
の
直
接
責
任
を
認
め
、
そ
れ
が
同
時
に
『
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
』

加
え
た
損
害
で
あ
る
と
し
て
国
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
両
者
の
責
任
の
競
合
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る

（
麺
）

（
鱒
）

見
解
、
③
「
公
務
員
に
違
法
行
為
に
つ
い
て
故
意
が
あ
る
場
〈
ロ
に
限
定
し
て
、
そ
の
対
外
的
個
人
責
任
を
肯
定
」
す
べ
き
と
す
る
見
解
、

過失がある場合には、個人責任を肯定すべきとする見解等である。（鋤）
④
公
務
員
に
故
意
・
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
個
人
責
任
を
肯
定
す
べ
き
と
す
る
見
解
、
⑤
加
害
公
務
員
に
軽
過
失
を
含
め
て
故
意
・

（
則
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
第
一
に
、
公
権
力
の
行
使
を
担
う
組
織
内
部
で

の
処
分
や
措
置
に
委
ね
る
こ
と
が
、
当
該
公
務
員
に
対
す
る
制
裁
な
い
し
別
の
事
例
や
組
織
に
お
け
る
違
法
行
為
の
抑
止
に
結
び
つ
く

と
期
待
し
う
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
責
任
以
外
の
そ
う
し
た
制
度

で
は
、
制
裁
機
能
や
違
法
行
為
抑
止
機
能
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
合
理
的
理
由
な
い
し

「
実
益
」
が
存
す
る
と
い
い
う
る
。
第
二
に
、
公
務
員
の
職
務
執
行
を
一
般
的
に
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
、
極
め
て
特
殊
な
ケ
ー
ス

で
は
、
例
外
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公
務
員
に
よ
る
加
害
行
為
が
極
め
て
悪
質
で
あ
り
、
違
法
性
の
程
度
が
強
い
場
合
が

（
魂
》

該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
本
件
へ
の
あ
て
は
め
以
上
述
べ
て
き
た
点
を
整
理
す
る
。
第
一
に
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
否
定
説
を
採
用
し
て
き
た
の

で
は
な
く
、
例
外
を
認
め
る
べ
き
条
件
等
に
つ
い
て
判
断
を
留
保
し
て
き
た
と
解
さ
れ
る
。
第
二
に
、
例
外
と
し
て
公
務
員
個
人
の
責

任
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
損
害
賠
償
責
任
以
外
の
制
度
で
は
、
制
裁
機
能
や
違
法
行
為
抑
止
機
能
が
期
待
で
き
な
い
場
合
か
ど

う
か
、
ま
た
、
公
務
員
の
職
務
執
行
を
一
般
的
に
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
、
極
め
て
特
殊
な
ケ
ー
ス
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
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も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
（
ｅ
）
に
よ
り
米
国
政
府
も
一
定
程
度
で
分
担
金
の
負
担
を
負
う
旨

規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
米
軍
に
対
し
て
も
公
務
執
行
の
適
正
さ
を
担
保
す
る
機
能
は
存
す
る
と
す
る
反
論
が
あ
り
得
る
。
し

（
蝿
》

か
し
、
航
空
機
騒
立
曰
訴
訟
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
分
担
金
に
つ
い
て
は
、
米
国
政
府
は
支
払
い
を
拒
否
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
地

位
協
定
の
実
際
の
運
用
を
前
提
と
す
れ
ば
、
分
担
金
の
支
払
い
に
違
法
行
為
抑
止
機
能
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
に
、
以
下
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
の
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
余
地
が
十
分
あ
る
。
①
被
告
ル
ー
キ
ン
グ

は
、
こ
れ
ま
で
の
航
空
機
騒
音
訴
訟
に
お
い
て
一
定
程
度
以
上
の
騒
音
を
出
す
こ
と
が
違
法
性
を
帯
び
る
と
判
断
さ
れ
て
き
た
こ
と

を
知
る
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
②
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
「
嘉
手
納
飛
行
場
及
び
普
天
間
飛
行
場
に
お
け
る
航
空
機

騒
音
規
制
措
置
に
関
す
る
合
同
委
員
会
合
意
」
が
承
認
さ
れ
て
お
り
（
平
成
八
年
三
月
二
八
日
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
騒
音
規
制
措
置

と
を
指
摘
し
う
る
。

以
上
の
判
断
を
本
件
に
あ
て
は
め
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
の
個
人
責
任
を
認
め
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
引
用
す
る
だ
け
で
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
個
人
責
任
を
認
め
る
べ
き
合
理
的
理
由
の
存
否
に

つ
い
て
実
質
的
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
米
軍
機
に
よ
る
航
空
機
騒
音
問
題
と
い
う
違
法
状
態
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
個
人
の
責
任
を
認
め
る

他
に
は
手
段
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
①
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
は
米
軍
の
司
令
官
で
あ
っ
て
日
本
の
公
務
員
で

は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
②
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
は
日
本
政
府
に
対
し
て
提
起
す
る
も
の
と
さ
れ
、
原
告
に

対
す
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
は
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
③
国
家
賠
償
法
の
適
用
に
よ

り
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
個
人
の
責
任
を
認
め
な
け
れ
ば
、
他
の
制
度
で
は
制
裁
な
い
し
違
法
行
為
抑
止
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

き
と
解
さ
れ
る
。
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３
民
事
特
別
法
の
解
釈

（
１
）
民
事
特
別
法
と
国
賠
法
民
事
特
別
法
第
一
条
は
、
米
軍
の
構
成
員
又
は
被
用
者
が
、
「
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
日
本

国
内
に
お
い
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
国
の
公
務
員
又
は
被
用
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
違
法
に
他
人
に
損

害
を
加
え
た
場
合
の
例
に
よ
り
、
国
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
」
と
定
め
る
。
従
っ
て
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
不
法

行
為
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
公
務
員
の
「
例
に
よ
り
」
為
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
「
例
に
よ
り
」
と
は
、
本
来
性
質

の
異
な
る
他
の
事
項
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
「
民
法
や
国
家
賠
償
法
の
規
定
が
、
包
括
的
に
一
体
と
な
っ
て
適
用
さ
れ
る
」
趣
旨
で
あ

（
酬
）

り
、
従
っ
て
、
「
民
法
や
国
家
賠
償
法
に
関
す
る
学
説
や
判
例
が
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
｝
」
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

国
家
賠
償
法
に
関
す
る
学
説
・
判
例
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
判
例
の
立
場
は
、
例
外
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
仮
に

公
務
員
個
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
例
外
な
く
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
立
場
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
さ

れ
る
こ
と
、
民
事
特
別
法
第
一
条
の
解
釈
に
際
し
て
も
、
こ
の
立
場
に
立
っ
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

被
告
ル
ー
キ
ン
グ
の
個
人
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
。

但
し
、
仮
に
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
判
例
の
立
場
が
例
外
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
立
場
は
基
本
的
に

の
責
任
は
司
令
官
、
即
ち
、
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
の
措
置
を
識
ず
る
こ

と
な
く
航
空
機
騒
音
に
よ
る
被
害
を
甚
大
な
ら
し
め
た
こ
と
は
、
公
務
員
個
人
の
資
任
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
判
例
の
立
場
を
考
慮

し
て
も
な
お
、
容
認
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
十
分
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
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妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
民
事
特
別
法
の
解
釈
に
反
映
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
が
別
途
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
以
下
検
討
す
る
。

（
２
）
民
事
特
別
法
と
地
位
協
定
ま
ず
、
民
事
特
別
法
は
、
地
位
協
定
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
位
協
定
自
体
が
米

軍
の
行
動
に
起
因
す
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、

民
事
特
別
法
の
「
例
に
よ
り
」
の
射
程
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
鵡
）

外
国
軍
隊
の
行
動
に
起
因
す
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
原
則
が
存
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
外

国
の
軍
隊
が
他
国
に
あ
る
場
合
、
外
国
及
び
そ
の
国
家
機
関
は
、
他
国
の
裁
判
管
轄
権
に
服
さ
な
い
法
権
免
除
の
特
権
が
あ
る
。
第
二

に
、
外
国
の
軍
隊
が
、
他
国
の
政
府
や
そ
の
国
民
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
国
家
と
国
家
と
の
間
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

国
家
の
国
際
法
上
の
責
任
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
軍
隊
所
属
員
に
故
意
又
は
過
失
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
第
三
に
、
外
国
の
軍
隊
所
属
員
の
服
務
外
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
外
国
に
責
任
は
な
く
、
軍
隊
所
属
員
が
被
害

国
の
法
権
に
服
す
る
。
こ
の
国
際
法
上
の
原
則
と
地
位
協
定
と
を
比
較
す
れ
ば
、
「
行
政
協
定
又
は
地
位
協
定
は
、
合
衆
国
の
軍
隊
の

活
動
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
法
の
適
用
と
日
本
国
の
裁
判
管
轄
権
の
支
配
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
し
て
、
前
述

し
た
国
際
法
上
の
原
則
を
修
正
し
、
他
方
、
賠
償
義
務
の
履
行
は
、
日
本
国
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
家
は
外
国
の
法
権
に
服
し
な
い

（
鯛
）

と
い
う
国
際
法
上
の
原
則
が
貫
か
れ
た
｝
」
と
に
な
る
」
。

民
事
特
別
法
第
一
条
が
「
例
に
よ
り
」
と
規
定
す
る
の
は
こ
う
し
た
国
際
法
上
の
原
則
を
一
部
修
正
す
る
地
位
協
定
を
受
け
て
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
米
軍
構
成
員
個
人
の
責
任
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か

に
つ
い
て
は
、
民
事
特
別
法
第
一
条
の
「
例
に
よ
り
」
と
の
規
定
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
軍
隊
構
成
員
個
人
の
責
任
は
、
上
で
述
べ
ら
れ
た
国
際
法
上
の
原
則
で
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
地
位
協
定
で
も
明
確
な
規
定
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は
存
在
し
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
う
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
（
ｆ
）
が
「
日
本
国
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し

て
与
え
ら
れ
た
判
決
の
執
行
手
続
に
服
さ
な
い
」
と
規
定
す
る
の
は
、
構
成
員
個
人
の
責
任
を
問
い
う
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
に
は
、
民
法
や
国
家
賠
償
法
に
関
す
る
学
説
や
判
例
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
、
と
す

る
解
釈
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宮
崎
繁
樹
教
授
も
、
「
国
家
賠
償
法
の
場
合
は
一
般
の
公
務
員
つ
ま
り
国
民
の
納
税
に
よ
り

雇
傭
さ
れ
る
い
わ
ば
国
民
の
公
僕
の
責
任
の
問
題
で
あ
り
、
民
事
特
別
法
の
場
合
は
国
民
と
無
関
係
の
外
国
軍
隊
構
成
員
の
不
法
行
為

に
つ
い
て
の
資
任
負
担
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
後
者
に
つ
い
て
行
為
者
個
人
の
責
任
を
追
及
し
え
ぬ
合
理
性
は
一
層
と
ぼ
し

く
、
法
文
上
も
地
位
協
定
第
一
八
条
第
五
項
（
ｆ
）
の
『
日
本
国
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
判
決
の
執
行
手
続
に
服
さ
な

い
』
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
本
来
執
行
し
う
る
（
給
付
）
判
決
が
裁
判
所
か
ら
言
渡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
（
し
か
し
執
行
手
続
に

（
説
）

は
服
さ
な
い
）
と
読
み
取
る
｝
」
と
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
３
）
民
事
特
別
法
の
解
釈
民
事
特
別
法
第
一
条
の
「
例
に
よ
り
」
の
規
定
で
は
、
構
成
員
個
人
の
責
任
の
処
理
が
明
確
に
規
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
民
事
特
別
法
第
一
条
の
解
釈
に
よ
り
、
米
軍
構
成
員
個
人
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
２
（
２
春
ｕ
）
及
び
（
３
）
で
述
べ
た
趣
旨
が
こ
こ
で
も

妥
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
こ
の
解
釈
準
則
に
従
い
同
様
に
処
理
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
Ｉ
被
告
ル
ー
キ
ン
グ
の
出
頭
拒
否
の
効
果

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
と
さ
れ
る
国
家
賠
償
法
第
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ま
た
、
米
軍
樹
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注
成
員
の
個
人
責
任
の
取
扱
を
国
家
賠
償
法
に
委
ね
る
民
事
特
別
法
第
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
修
正
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
き
制
限
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
例
外
を
認
め
る
べ
き
要
件
を
設
定
し
、
そ
れ
を
前
提
に
本
件
被
告

な
い
し
被
控
訴
人
に
つ
き
要
件
を
み
た
す
か
ど
う
か
を
認
定
・
判
断
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
被
告
が
裁
判
所
に
出
頭
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

そ
の
負
担
は
被
告
側
が
負
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
、
主
張
・
立
証
を
尽
く
し
て
い
な
い
被
告
側
に
一
方
的
に
有
利

な
解
釈
を
施
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
敗
訴
を
お
そ
れ
る
被
告
が
い
わ
ば
「
ご
ね
得
」
を
ね

ら
う
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
法
治
主
義
に
立
脚
す
る
わ
が
国
の
法
制
上
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〆■、〆色、一Ｎ〆＝、〆■、

７６５４３
－〆、=〆～〆～＝～〆

￣、￣、

２１
－〆～〆

那
廟
地
裁
沖
縄
支
部
平
成
一
六
年
九
月
一
六
日
判
決
（
判
例
集
未
登
載
）
。

宮
崎
繁
樹
「
米
軍
機
墜
落
事
故
訴
訟
判
決
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
五
九
巻
九
号
六
五
頁
、
河
西
直
也
「
米
軍
フ
ァ
ン
ト
ム
機
墜
落
事
故
と

損
害
賠
償
請
求
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
○
五
号
（
一
九
八
八
）
二
一
八
頁
参
照
。

横
浜
地
裁
昭
和
六
一
一
年
三
月
四
日
判
決
・
判
時
一
一
一
一
一
五
号
四
五
頁
。

東
京
地
裁
平
成
二
年
九
月
一
一
五
日
判
決
・
判
夕
七
五
九
号
二
五
四
頁
。

最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
昭
和
五
一
一
一
年
一
○
月
一
一
○
日
判
決
・
民
集
三
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
。

田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
・
上
巻
［
全
訂
第
二
版
］
』
（
弘
文
堂
、
一
九
七
四
）
二
○
六
頁
。

兼
子
仁
『
行
政
法
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
二
○
三
頁
、
有
倉
遼
吉
・
小
林
孝
輔
編
『
別
冊
法
セ
ミ
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

憲
法
［
第
三
版
］
』
二
九
八
六
）
七
七
頁
［
西
埜
章
執
筆
］
、
小
林
孝
輔
・
芹
沢
斉
編
『
別
冊
法
セ
ミ
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
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戸､￣、￣、’－，デー、￣、

1３１２１１１０９８
－＝～〆～〆、－ジ、￣、－〆

（
Ｍ
）

（
嘔
）

‐、￣、

１７１６
，■ン、ごン

［
第
四
版
旨
（
一
九
九
七
）
九
九
頁
以
下
［
莵
原
明
執
筆
］
等
参
照
。

田
中
・
前
掲
（
６
）
二
○
八
頁
、
佐
藤
功
『
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
轡
・
憲
法
（
上
）
［
新
版
］
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
）
一
一
八
三
頁
。

樋
口
陽
一
他
『
注
釈
日
本
国
憲
法
・
上
巻
』
（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
）
三
六
六
頁
以
下
［
浦
部
法
穂
執
筆
］
・

兼
子
・
前
掲
（
７
）
一
一
○
一
頁
以
下
。

小
林
・
芹
沢
編
・
前
掲
（
７
）
一
○
○
頁
［
莵
原
執
筆
］
・

樋
口
他
・
前
掲
（
９
）
三
六
八
頁
以
下
［
浦
部
執
筆
］
。

①
民
集
九
巻
五
号
六
一
一
一
四
頁
、
②
裁
判
集
民
七
八
号
一
九
頁
、
③
裁
判
集
民
八
○
号
五
五
三
頁
、
④
判
時
六
四
五
号
七
二
頁
、
⑤
判
時
六

六
六
号
五
○
頁
、
⑥
判
夕
一
一
一
五
五
号
一
一
六
一
頁
、
⑦
民
集
一
一
一
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
。

植
村
栄
治
「
公
務
員
個
人
の
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
三
号
（
一
九
九
二
）
’
五
九
頁
以
下
。

判
例
に
つ
い
て
の
理
解
、
ま
た
、
否
定
説
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
真
柄
久
雄
「
公
務
員
の
個
人
的
責
任
」
塩
野
宏
編
『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ

［
第
二
版
］
』
（
一
九
八
七
）
三
一
一
一
頁
以
下
［
以
下
、
真
柄
・
前
掲
①
と
し
て
引
用
］
、
同
「
公
務
員
の
個
人
的
責
任
」
塩
野
宏
・
小
早
川

光
郎
編
『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
［
第
三
版
］
』
（
一
九
九
三
）
二
九
八
頁
以
下
［
以
下
、
真
柄
・
前
掲
②
と
し
て
引
用
］
、
同
「
公
務
員
の
個

人
的
責
任
」
塩
野
宏
・
小
早
川
光
郎
・
宇
賀
克
也
編
『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
［
第
四
版
］
』
（
一
九
九
九
）
三
一
八
頁
以
下
［
以
下
、
真
柄
・

前
掲
③
と
し
て
引
用
］
、
同
「
公
務
員
の
不
法
行
為
責
任
」
雄
川
一
郎
他
編
『
現
代
行
政
法
体
系
第
六
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
）
一
七

七
頁
以
下
［
以
下
、
真
柄
・
前
掲
④
と
し
て
引
用
『
俵
正
市
「
体
罰
的
懲
戒
に
基
づ
く
生
徒
の
自
殺
事
件
」
小
林
直
樹
・
兼
子
仁
編

『
教
育
判
例
百
選
［
第
二
版
］
』
（
一
九
七
九
）
一
二
六
頁
以
下
、
篠
田
省
二
「
国
家
賠
償
法
一
条
と
公
務
員
個
人
の
責
任
ｌ
芦
別
国
賠
請

求
事
件
上
告
審
判
決
ｌ
」
西
村
宏
一
他
編
『
国
家
補
償
法
大
系
三
』
（
日
本
評
論
社
、
’
九
八
八
）
一
一
九
五
頁
以
下
等
参
照
．

植
村
・
前
掲
（
ｕ
）
一
六
一
頁
。

真
柄
・
前
掲
①
三
一
三
頁
、
真
柄
・
前
掲
②
二
九
九
頁
、
真
柄
・
前
掲
③
三
一
九
頁
、
真
柄
・
前
掲
④
一
九
四
頁
、
植
村
・
前
掲
（
ｕ
）

一
六
四
頁
注
（
翌
等
同
旨
．
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一員

２０
、￣

－、

１９
，■ず

戸へ

１８
、■ン

東
京
高
裁
昭
和
六
一
年
八
月
六
日
判
決
・
判
時
一
二
○
○
号
四
二
頁
．
他
方
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
原
判
決
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、

公
務
員
個
人
の
貿
任
を
否
定
し
て
い
た
。
被
告
警
察
官
に
つ
い
て
は
、
「
公
務
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
っ
て
不
法
行
為
を
行
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
被
告
東
京
都
だ
け
が
国
家
賠
償
法
に
よ
る
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
っ
て
被
告
・
…
個
人
が
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と

解
す
べ
き
で
あ
り
、
原
告
の
同
被
告
に
対
す
る
請
求
は
失
当
と
し
て
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
…
。
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に

対
し
て
は
、
い
わ
ば
本
件
の
最
大
の
責
任
者
と
も
い
え
る
被
告
・
…
が
責
任
を
負
わ
な
い
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
．
国
家
賠
償
法
を
含
め
、
民
事
法
の
規
定
す
る
損
害
賠
償
制
度
は
、
本
来
損
害
を
受
け
た
者
の
財
産
的
な
救
済
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
加
害
者
に
対
す
る
制
裁
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
国
家
賠
償
法
に
よ
り
十
分
な
救
済
が
期
待
で
き
る
以

上
、
損
害
賠
償
鏑
求
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
結
局
原
告
の
被
告
・
…
に
対
す
る
請
求
は
棄
却
す
る
外
は
な
い
」
。

東
京
地
裁
昭
和
五
八
年
四
月
二
一
一
日
判
決
・
判
時
一
○
七
七
号
八
九
頁
。

東
京
地
裁
平
成
六
年
九
月
六
日
判
決
・
判
夕
八
五
五
号
一
二
五
頁
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
控
訴
審
に
お
い
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
次
の
よ

う
に
述
べ
公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
。
「
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
国
又
は
公
共
団
体
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を

行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
公
務
員
が
属
す
る
国
又
は
公
共
団
体
が
そ

の
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
の
資
に
任
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
個
人
は
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
・

一
一
一
○
年
四
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
九
巻
五
号
五
一
一
一
四
頁
、
最
高
裁
昭
和
四
七
年
一
一
一
月
二
一
日
第
一
一
一
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
一

○
五
号
一
一
一
○
九
頁
、
最
高
裁
昭
和
五
一
一
一
年
一
○
月
一
一
○
日
第
一
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
一
一
一
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
等
参
照
。
）
」
。
東
京
高
裁

平
成
九
年
六
月
二
六
日
判
決
・
判
時
一
六
一
七
号
三
五
頁
。
こ
れ
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
と
東
京
高
等
裁
判
所
と
の
間
で
、
最
高
裁
判
所

の
先
例
に
関
す
る
理
解
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
、
最
高
裁
判
所
の
先
例
自
体
が
、
公
務
員
個
人
の
責
任
を
例
外
の
余
地
な
く
否
定

し
た
趣
旨
か
ど
う
か
に
つ
い
て
不
明
確
さ
を
残
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。

最
高
裁
昭
和
三
一
年
一
一
月
一
一
一
○
日
判
決
・
民
集
一
○
巻
一
一
号
一
五
○
二
頁
。
西
埜
章
「
刑
事
事
件
に
お
け
る
検
挙
警
察
官
と
そ
の
友

人
が
偽
証
工
作
を
し
た
と
し
て
東
京
都
及
び
友
人
の
ほ
か
、
警
察
官
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
硝
求
が
認
容
さ
れ
た
事
例
」
判
例
評
論
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（
羽
）

一
一
一
三
六
号
（
判
時
一
一
二
五
号
）
一
六
一
頁
参
照
。

阿
部
泰
隆
『
国
家
補
償
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
）
七
三
頁
同
旨
。

田
中
・
前
掲
（
６
）
一
一
○
八
頁
。

宇
賀
克
也
「
国
家
責
任
の
機
能
」
高
柳
信
一
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
行
政
法
学
の
現
状
分
析
』
（
勁
草
書
一
局
一
九
九
一
）
四
二
三
頁
．

公
務
員
個
人
の
責
任
を
否
定
す
る
判
例
の
趣
旨
は
、
こ
の
点
に
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

宇
賀
・
前
掲
面
）
四
四
八
頁
以
下
。

真
柄
・
前
掲
①
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
真
柄
・
前
掲
②
二
九
八
頁
、
二
九
九
頁
、
真
柄
・
前
掲
③
一
一
一
一
八
頁
、
三
一
九
頁
。
同
旨
、
真
柄
・
前
掲
④

植
村
・
前
掲
（
ｕ
）
一
六
三
頁
．

真
柄
・
前
掲
①
一
一
一
一
三
頁
、
真
柄
・
前
掲
②
二
九
九
頁
、
真
柄
・
前
掲
③
三
一
九
頁
、
真
柄
・
前
掲
④
一
九
四
頁
。

阿
部
・
前
掲
〈
ｇ
七
○
頁
。

芝
池
義
一
「
公
権
力
の
行
使
と
国
家
賠
償
責
任
」
杉
村
敏
正
編
『
行
政
救
済
法
２
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
）
一
三
六
頁
。

下
山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』
（
筑
摩
番
房
、
一
九
七
三
）
二
五
六
頁
以
下
。

宇
賀
克
也
教
授
も
、
公
務
員
個
人
賢
任
の
「
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
比
較
衝
量
し
た
場
合
、
公
務
員
個
人
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
に

は
、
相
当
の
根
拠
が
あ
る
と
考
え
る
」
と
し
つ
つ
、
前
記
東
京
地
裁
平
成
六
年
九
月
六
日
判
決
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
「
公
務
員

個
人
責
任
を
認
め
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
デ
メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
大
き
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
、
「
か
か
る
場
合
に
限
定
し
て
で

あ
れ
ば
、
公
務
員
個
人
責
任
を
認
め
て
も
、
誠
実
に
職
務
を
執
行
し
て
い
る
公
務
員
を
訴
訟
の
矢
面
に
立
た
せ
、
結
果
と
し
て
、
公
務
員

を
萎
縮
さ
せ
、
公
務
の
適
正
な
執
行
を
阻
害
す
る
可
能
性
は
皆
無
と
ま
で
は
い
え
な
く
て
も
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）
九
六
九
七
頁
。

琉
球
新
報
社
・
地
位
協
定
取
材
班
『
検
証
［
地
位
協
定
］
日
米
不
平
等
の
源
流
』
（
高
文
研
、
二
○
○
四
）
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

一
九
○
頁
。
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〔
付
記
〕
本
稿
は
、
福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部
に
係
属
中
の
「
平
成
一
六
年
（
ネ
）
第
二
ハ
一
一
号
普
天
間
米
軍
基
地
爆
音
損
害
賠
償
講
求
控

訴
事
件
」
に
つ
い
て
提
出
し
た
鑑
定
意
見
書
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く

だ
さ
っ
た
、
加
藤
裕
弁
護
士
及
び
控
訴
人
等
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
の
先
生
方
へ
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
問
題

は
主
と
し
て
行
政
法
の
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
徳
田
博
人
教
授
（
琉
球
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
）
か
ら

非
常
に
重
要
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

／￣、￣、

３７３６
、＝＝～’

ヂー、〆■、

３５３４
－〆～＝

古
崎
慶
長
『
民
事
特
別
法
』
の
一
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
六
号
（
一
九
八
七
）
五
七
頁
。

古
崎
・
前
掲
（
鈍
）
五
二
頁
。
ま
た
、
平
賀
健
太
「
日
米
行
政
協
定
と
こ
れ
に
伴
う
民
事
特
別
法
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
四
巻
六
号
（
一

九
五
三
一
頁
以
下
参
照
。

古
崎
・
前
掲
盆
）
五
四
頁
。

宮
崎
・
前
掲
（
２
）
六
五
頁
。


